
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８門第２７号 

事故等名 貨物船アブラハム漁船若佐丸衝突 

発生年月日時刻 平成２０年１０月４日 １４時３５分ごろ 

発生場所 三島灯台から真方位０４４°３．７Ｍ付近 

（北緯３４°４６’.０、東経１２９°３０’.０） 

事故等調査の経過 

 

調査の概要：門司・地方事故調査官が、１０月７日Ａ船二等航海士に質問書、１１月６日

Ｂ船船長に電話聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

認定した事実 

船種･船名･総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船アブラハム（韓国船籍） ２,６６８トン 

９３９６４３８ 

DOOSAN CAPITAL CO., LTD （韓国） 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

Ｂ 漁船若佐丸 ４．８トン 

ＮＳ３―８６６６９ 

個人所有 

乗組員等に関する情報 Ａ 二等航海士 外国免状 

 Ｂ 船長 一級小型船舶操縦士 

  

負傷者 Ａ なし 

 Ｂ なし 

損傷 Ａ 左舷側ハンドレール曲損等 

 Ｂ パラシュート式アンカー受け台、網巻きローラーの損傷等 

事故等の経過 Ａ船は、１３人が乗り組み、貨物４,７００トンを載せ、船首７．０ｍ船尾７．２ｍの喫水で、

韓国ブーサン港を発し、名古屋港に向かい、対馬北方を約１２５°の針路、約９．５kn

の速力で、二等航海士Ａ及び甲板手が船橋当直者として航行中、右舵をとって約１４

５°に向首したとき、平成２０年１０月４日１４時３５分ごろ、Ａ船左舷中央部と錨泊して

操業中のＢ船右舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、汽笛及び黒球を装備せず、船長１人が乗り組み、船首１．０ｍ船尾１．５ｍの

喫水で、豊漁港を発し、水深約４０ｍ底質岩の衝突地点で、機関を停止して錨索を約７

５ｍ延出する錨泊によって一本釣り漁を行い、衝突の少し前船首が南方に向いていた

とき、Ａ船が右舷方から衝突のおそれがある態勢で接近することに気付いたが、なに

もしないまま前示のとおり衝突した。 

天候は曇り、風向及び風力は東及び２、潮候は下げ潮の中央期で、北北東に流れる

強い海潮流があった。 

事実を認定した理由 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

Ａ船は、Ｂ船を十分に避ける針路としなかった可能性がある

と考えられる。 



Ｂ船は、衝突を避けるための措置をとらなかった可能性があ

ると考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が錨泊して操業中のＢ船を十分に避ける針路としないまま航行し、ま

た、Ｂ船は、衝突を避けるための措置をとらなかったため、両船が衝突したことにより

発生した可能性があると考えられる。 

その他の事項 なし 

 




